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立地適正化計画における届出制度について 

 

届出制度の目的 

立地適正化計画は、全国的な人口減少や高齢化に対応した持続可能なまちづくりを進める

ために、平成２６年８月に都市再生特別措置法の改正により市町村が作成することができる

ことになった計画です。 

本市においても人口は減少傾向にあり、今後も更なる人口減少が進展すると予測されてい

ます。そのため、本市においても本市全域を対象として「南島原市立地適正化計画」を策定

しています。 

本計画の公表により、居住推奨区域（居住誘導区域）外及び都市機能誘導区域外で特定の

開発・建築等の⾏為を行う場合や、都市機能誘導区域内で誘導施設を休廃⽌する場合は、都

市再生特別措置法（第８８条第１項、第１０８条第１項、第１０８条の２第１項）に基づ

き、事前に市へ届出を行う必要が生じます。 

なお、届出を行わずに、⼜は虚偽の届出をして、開発・建築等の⾏為をした場合は、都市 

再生特別措置法（第１３０条）に基づき、３０万円以下の罰⾦に処せられることがあります。 

 

届出に対する市の対応 

市は、届出者に対し、立地適正化計画の趣旨の説明や、立地誘導のための施策に関する情

報提供等を⾏います。 

また、当該届出に係る⾏為が、計画に基づく立地の誘導を図る上で支障があると認める場

合は、市は、都市再生特別措置法（第８８条第３項、第１０８条第３項）に基づき、届出者

に対して勧告等を行う場合があります。 

居住推奨区域（居住誘導区域）外における住宅等に係る開発又は建築等行為について勧告

をした場合に、勧告を受けた届出者がこれに従わなかった時には、市は、都市再生特別措置

法（第８８条第５項）に基づき、その旨を公表する場合があります。 

 

届出対象の行為・届出の流れ 

・居住推奨区域（居住誘導区域）外での住宅開発等について → P３～４へ 

 

・都市機能誘導区域外での誘導施設の建築等について    → P５～６へ 

 

・都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止について    → P７へ   

 

宅地建物取引業法に基づく重要事項説明 

宅地建物取引業法第３５条第１項第２号の規定により、都市再生特別措置法の規定による

居住推奨区域（居住誘導区域）外及び都市機能誘導区域外における開発・建築等の届出義務

が、重要事項の説明として追加されました。 

このことにより、届出をしない場合に罰則が科せられるなど、届出義務を知らないで宅地

又は建物を購入した者は不測の損害を被る可能性があるため、宅地建物取引において、宅地

建物取引主任者は、取引の相手方に対し、居住推奨区域（居住誘導区域）外及び都市機能誘

導区域外における開発･建築等の届出義務について説明が必要です。  
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居住推奨区域（居住誘導区域）外での住宅開発等における届出        
 

◆届出の目的 
居住推奨区域（居住誘導区域）外における住宅開発等の動きを把握するため 

◆届出の対象となる行為 

立地適正化計画区域の都市計画区域内において、居住推奨区域（居住誘導区域）

外の区域で、以下の行為を行おうとする場合には、事前に市長への届出が義務付けられ

ています。（都市再生特別措置法第８８条第１項） 
 

 

 
※現時点で本市では「人の居住の用に供する建築物」に関する条例はありません。（Ｒ７．３

時点） 

 

◆届出の時期 

開発行為や建築行為等に 着手する 30 日前までに届出 を行って下さい。 

（都市再生特別措置法第８８条第２項） 

なお、開発許可申請及び建築確認申請等に先行して届出することが望ましいとされています。  

 
「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的
で行う土地の区画形質の変更を言います。 
① ３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 
② １戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が１，０００m2以上のも

の 

③ 住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例※で定めたものの建築目的

で行う開発行為（例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等） 
 

①の例示 

800m2の３戸の開発行為 ⇒  

②の例示 

1,300m2の１戸の開発行為 ⇒  

800m2の２戸の開発行為 ⇒ 届出は不要 

開発行為 

 

①  ３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

② 人の居住の用に供する建築物として条例※で定めたものを新築しようとする場合

（例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等） 

③ 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等（①、②）とする場合 
 

①の例示 

３戸の建築行為 ⇒  

③の例示 

住宅等とする改築 ⇒ 届出が必要 

建築行為等 
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◆届出時の提出書類 

届出は、所定の届出書様式に添付図書を添えて２部（正本・副本）提出します。 

 
 

◆届出を要しない軽易な行為 

区域外の行為であっても次に掲げる項目に該当する場合は、届出を要しない場合があ

ります（都市再生特別措置法施行令第２５条）。 

① 住宅等で仮設のもの又は農林漁業を営む者の居住の用に供するものの建築の用に

供する目的で行う開発行為 

② ①の住宅等の新築 

③ 建築物を改築し、又はその用途を変更して①の住宅等とする行為 
 

◆届出要否の判断から開発・建築等行為の着手までの流れ 

  

開発行為の場合 

● 届 出 書 ・・・・・・・・  届出様式 1-１ 

● 添付図書 

① 当該行為を行う区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図

面（位置図、現況図（縮尺 1/1,000 程度）） 

② 設計図（土地利用計画図、計画平面図（縮尺 1/100～1/500 程度）） 

③ その他参考となるべき事項を記載した図書（求積図等） 

建築等行為の場合 

● 届 出 書 ・・・・・・・・  届出様式 1-２ 

● 添付図書 

① 敷地内における住宅等の位置を表示する図面（位置図、配置図（縮尺 1/100 以

上）） 

② 住宅等の２面以上の立面図及び各階平面図（縮尺 1/50 以上） 

③ その他参考となる事項を記載した図書（求積図等） 

上記２つの届出内容を変更する場合 

● 届 出 書 ・・・・・・・・  届出様式 1-３ 

● 添付図書 上記の添付図書と同様 

「都市計画区域内であり、 

居住推奨区域（居住誘導区域）外」 

 

「都市計画区域内であり、 

居住推奨区域（居住誘導区域）内」 

または 

「都市計画区域外」 左記に該当 

しない場合 

特定の開発・建築等の

⾏為を行う場合 

届出不要 
行為着手の 

３０日前までに 

都市計画課へ届出 

開発・建築等の行為の着手 

届出不要 
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都市機能誘導区域外での誘導施設の建築等における届出   
 

◆届出の目的 
都市機能誘導区域外における誘導施設（生活利便施設）の動きを把握するため 

 

◆届出の対象となる行為 

立地適正化計画区域の都市計画区域内において、 都市機能誘導区域外の区域 

で以下の行為を行おうとする場合には、事前に市長への届出が義務付けられていま

す。（都市再生特別措置法第１０８条第１項） 

 

 

 
 

 
 

 

 

◆届出の時期 

開発行為や建築等行為に 着手する 30 日前までに届出 を行って下さい。 

（都市再生特別措置法第１０８条第２項） 

なお、開発許可申請及び建築確認申請等に先行して届出することが望ましいとされています。  

 

○誘導施設を有する建築物の建築目的で行う開発行為 

 

○誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

○建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 

○建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 

居住誘導区域 都市機能誘導区域 都市計画区域 都市計画区域外 

届出不要 届出必要 届出必要 届出不要 

開発行為 

建築等行為 

届出対象のイメージ図 （【例】大規模小売店舗（誘導施設）を新築する場合） 
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◆届出時の提出書類 

届出は、所定の届出書様式に添付図書を添えて２部（正本・副本）提出します。 

 
 

◆届出を要しない軽易な行為 

区域外の行為であっても次に掲げる項目に該当する場合は、届出を要しない場合があ

ります（都市再生特別措置法施行令第３３条）。 

① 誘導施設に該当する建築物で仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為 

② 誘導施設に該当する建築物で仮設のものの新築又は建築物を改築し、若しくはそ

の用途を変更して誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為 
 

◆届出要否の判断から開発・建築等行為の着手までの流れ 

 
  

開発行為の場合 

● 届 出 書 ・・・・・・・・  届出様式 ２-１ 

● 添付図書 

① 当該行為を行う区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図

面（位置図、現況図（縮尺 1/1,000 程度）） 

② 設計図 （土地利用計画図、計画平面図（縮尺 1/100～1/500 程度）） 

③ その他参考となるべき事項を記載した図書（求積図等） 

建築等行為の場合 

● 届 出 書 ・・・・・・・・  届出様式 ２-２ 

● 添付図書 

① 敷地内における建築物等の位置を表示する図面（位置図、配置図（縮尺 1/100 以上）） 

② 建築物等の２面以上の立面図及び各階平面図（縮尺 1/50 以上） 

③ その他参考となる事項を記載した図書（求積図等） 

上記２つの届出内容を変更する場合 

● 届 出 書 ・・・・・・・・  届出様式 ２-３ 

● 添付図書 上記の添付図書と同様 

「都市計画区域内であり、都市機能誘導区域外」 

※土地の一部が上記に該当する場合を含む 
「都市計画区域内であり、 

都市機能誘導区域内」 

または 

「都市計画区域外」 

左記に該当 

しない場合 

当該区域に位置付けのある

誘導施設を有する 

特定の開発・建築等の⾏為

を行う場合 

届出不要 
⾏為着⼿の 

３０日前までに 

都市計画課へ届出 

 

開発・建築等の行為の着手 

届出不要 
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都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止における届出   
 

◆届出の目的 
都市機能誘導区域内に存する誘導施設の休廃止の動きを事前に把握するため 

 

◆届出の対象となる行為 

 都市機能誘導区域内の区域 で以下の行為を行おうとする場合には、事前に市長へ

の届出が義務付けられています。（都市再生特別措置法第１０８条の２第１項） 

区域図及び都市機能誘導区域に設定した誘導施設の内容については、P７、８を参照し

てください。 

 
 

◆届出の時期 

施設を休止又は廃止しようとする日の 30 日前までに届出 を行って下さい。 

（都市再生特別措置法第１０８条の２第１項） 

 

◆届出時の提出書類 

届出は、所定の届出書様式に添付図書を添えて２部（正本・副本）提出します。 

 
 

◆届出要否の判断から誘導施設の休廃止までの流れ 

  

○都市機能誘導区域内で当該区域に係る誘導施設を休止又は廃止する場合 

● 届 出 書 ・・・・・・・・  届出様式 ３-１ 

● 添付図書 

① 当該行為を行う区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図

面（位置図、現況図（縮尺 1/1,000 程度）） 

② その他参考となるべき事項を記載した図書 

「都市計画区域内であり、 

都市機能誘導区域外」 

または 

「都市計画区域外」 

「都市計画区域内であり、都市機能誘導区域内」 

※休止又は廃止を行おうとする誘導施設の一部が

上記に該当する場合を含む 

届出不要 

誘導施設の休止・廃止 

左記に該当 

しない場合 

当該区域に位置付けのある

誘導施設を 

休止又は廃止する場合 

届出不要 

休止・廃止の 

３０日前までに 

都市計画課へ届出 
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誘導施設に係る届出要否 早見表 
 

凡例 

● ： 休止・廃止する場合に届出が必要    

○ ： 開発・建築等行為をする場合に届出が必要 

空白： 開発・建築等行為をする場合、休止・廃止する場合のいずれも届出が不要 

 

機能 誘導施設 定義 

都市計画区域内 都市 

計画 

区域 

外 

都市機能誘導区域内 都市機

能誘導

区域外 
有家・ 

西有家地域 

口之津・ 

加津佐地域 

行政 
市役所 地方自治法第 4 条第

1 項に規定する施設 
● ― ○※１  

庁舎 ● ● ○  

介護 

福祉 

地域包括支援ｾﾝﾀｰ 

介護保険法第 115 条

の 46 第 1 項に規定

する施設 

● ● ○  

福祉ｾﾝﾀｰ 

福祉ｾﾝﾀｰの設置管理

について(各都道府県

知事あて厚生事務次

官通知)に基づく施設 

― ● ○※２  

老人福祉ｾﾝﾀｰ 
老人福祉法第27条の

7 に規定する施設 
● ● ○  

子育て

支援 
子育て支援ｾﾝﾀｰ 

児童福祉法第 6 条の

3 第 6 項に規定する

施設 

● ● ○  

商業 大規模小売店舗 

大規模小売店舗立地

法第 2 条第 2 項に定

める大規模小売店舗 

● ● ○  

医療 

保健ｾﾝﾀｰ 

地域保健法第18条に

定める市町村保健ｾﾝﾀ

ｰ 

● ● ○  

病院 
医療法第 1 条の 5 第

1 項に定める病院 
● ● ○  

金融 銀行 
銀行法第 2 条に規定

する銀行 
● ● ○  

文化 

・ 

交流 

ﾎｰﾙを有する施設 

（500 席以上） 

ｲﾍﾞﾝﾄ、展示、講座等

を開催可能な 500 席

以上を有する施設 

● ― ○※１  

 

※１：有家・西有家地域の都市機能誘導区域外で開発・建築行為をする場合 

※２：口之津・加津佐地域の都市機能誘導区域外で開発・建築行為をする場合 
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居住推奨区域（居住誘導区域）及び都市機能誘導区域 全体図 
■有家・西有家地域 
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■口之津・加津佐地域 

 

 
 

※区域の詳細図は別途HPに掲載している分割図を参照ください。 
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南島原市立地適正化計画 

届出の様式 
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届 出 の 様 式 

 

 
居住誘導区域外での住宅開発等における届出の様式 

 
 届出様式１－１  （開発行為） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

 届出様式１－２  （建築等行為） ・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

 届出様式１－３  （上記２つの届出内容の変更） ・・・・・・・・・・１５ 

 

都市機能誘導区域外での誘導施設の建築等における届出の様式 
 

 届出様式２－１  （開発行為） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 

 届出様式２－２  （建築等行為） ・・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

 届出様式２－３  （上記２つの届出内容の変更） ・・・・・・・・・・１８ 

 

都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止における届出の様式 
 

 届出様式３－１  （休廃止） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９ 

    参考様式     （委任状） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 
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様式第1号（都市再生特別措置法施行規則第35条第１項第１号関係） 

 

 

開 発 行 為 届 出 書 

 

都市再生特別措置法第８８条第１項の規定に基づき、開発行為について、下記により届

け出ます。 

 

   年   月   日 

 

南島原市長 様 

 

届出者  住 所                    

氏 名                    

連絡先                    

 

開 

発 

行 

為 
の 

概 

要 

１ 開発区域に含まれる 

地域の名称（住所） 
南島原市 

２ 開発区域の面積 平方メートル  

３ 住宅等の用途  

４ 工事の着手予定年月日    年   月   日  

５ 工事の完了予定年月日    年   月   日  

６ その他必要な事項  

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載する 

こと。 

 

（添付図書） 

・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 

（位置図、現況図（縮尺 1/1,000 程度）） 

・設計図（土地利用計画図、計画平面図（縮尺 1/100～1/500 程度）） 

・その他参考となるべき事項を記載した図書（求積図（上記図面で面積が確認できない場合）等） 
  

届出様式１-１ 
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様式第2号（都市再生特別措置法施行規則第35条第１項第２号関係） 

 

住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届

出書 
 

都市再生特別措置法第８８条第１項の規定に基づき、 

住宅等の新築 

建築物を改築して住宅等とする行為     について、下記により届け出ます。 

建築物の用途を変更して住宅等とする行為 

 

年   月   日 

南島原市長 様 

 

届出者  住 所                    

氏 名                    

連絡先                    

 

１ 住宅等を新築しようとする土地又

は改築若しくは用途の変更をしよ

うとする建築物の存する土地の所

在、地番、地目及び面積 

土地の所在 南島原市 

地目  

面積  

２ 新築しようとする住宅等又は改築

若しくは用途の変更後の住宅等の

用途 

 

３ 改築又は用途の変更をしようとす

る場合は既存の建築物の用途 
 

４ その他必要な事項  

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 

（添付図書） 

・敷地内における住宅等の位置を表示する図面（位置図、配置図（縮尺1/100 以上）） 

・住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図（縮尺 1/50 以上） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面（求積図（上記図面で面積が確認できない場合）等）  

届出様式１-２ 
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様式第3号（都市再生特別措置法施行規則第38条第１項関係） 

 

行 為 の 変 更 届 出 書 

都市再生特別措置法第８８条第２項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記に

より届け出ます。 

 

  年   月   日 

 

南島原市長 様 

 

届出者  住 所                    

氏 名                    

連絡先                    

１ 当初の届出年月日（和暦）    年   月   日  

２ 変更の内容  

３ 変更部分に係る行為の着手予定日    年   月   日 

４ 変更部分に係る行為の完了予定日    年   月   日 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載す

ること。 

２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 

 

（開発行為の場合の添付図書） 

 ・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 

（位置図、現況図（縮尺 1/1,000 程度）） 

・設計図（土地利用計画図、計画平面図（縮尺 1/100～1/500 程度）） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面（求積図（上記図面で面積が確認できない場合）等） 

（建築行為の場合の添付図書） 

・敷地内における住宅等の位置を表示する図面（位置図、配置図（縮尺 1/100 以上）） 

・住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図（縮尺 1/50 以上） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面（求積図（上記図面で面積が確認できない場合）等） 

  

届出様式１-３ 
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様式第4号（都市再生特別措置法施行規則第52条第１項第１号関係） 

 

 

開 発 行 為 届 出 書 

 

都市再生特別措置法第 108条第１項の規定に基づき、開発行為について、下記により届

け出ます。 

 

 

  年   月   日 

南島原市長 様 

 

届出者  住 所                    

氏 名                    

連絡先                    

 

開
発
行
為
の
概
要 

１ 開発区域に含まれる 

地域の名称（住所） 
南島原市 

２ 開発区域の面積 平方メートル  

３ 建築物の用途  

４ 工事の着手予定年月日    年   月   日  

５ 工事の完了予定年月日    年   月   日  

６ その他必要な事項  

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 

（添付図書） 

 ・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 

（位置図、現況図（縮尺 1/1,000 程度）） 

・設計図（土地利用計画図、計画平面図（縮尺 1/100～1/500 程度）） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面（求積図（上記図面で面積が確認できない場合）等）  

届出様式２-１ 
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様式第5号（都市再生特別措置法施行規則第52条第１項第２号関係） 

 

 誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導

施設を有する建築物とする行為の届出書 
 

都市再生特別措置法第１０８条第１項の規定に基づき、 

誘導施設を有する建築物の新築 

建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする行為      

建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為 

について、下記により届け出ます。 

 

  年   月   日 

 

南島原市長 様 

 

届出者  住 所                    

氏 名                    

連絡先                    

１ 建築物を新築しようとする土地又

は改築若しくは用途の変更をしよ

うとする建築物の存する土地の所

在、地番、地目及び面積 

土地の所在 南島原市 

地目  

面積  

２ 新築しようとする建築物又は改築

若しくは用途の変更後の建築物の

用途 

 

３ 改築又は用途の変更をしようとす

る場合は既存の建築物の用途 
 

４ その他必要な事項  

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 

（添付図書） 

・敷地内における住宅等の位置を表示する図面（位置図、配置図（縮尺 1/100 以上）） 

・住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図（縮尺 1/50 以上） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面（求積図（上記図面で面積が確認できない場合）等）  

届出様式２-２ 



 

- 18 - 

 

 

様式第6号（都市再生特別措置法施行規則第55条第１項関係） 

 

行 為 の 変 更 届 出 書 

都市再生特別措置法第１０８条第２項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記

により届け出ます。 

 

  年   月   日 

 

南島原市長 様 

 

届出者  住 所                    

氏 名                    

連絡先                    

１ 当初の届出年月日    年   月   日  

２ 変更の内容  

３ 変更部分に係る行為の着手予定日    年   月   日 

４ 変更部分に係る行為の完了予定日    年   月   日 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載す

ること。 

２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 

 

（開発行為の場合の添付図書） 

 ・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 

（位置図等（縮尺 1/1,000 程度）） 

・設計図（土地利用計画図、計画平面図（縮尺 1/100～1/500 程度）） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面（求積図（上記図面で面積が確認できない場合）等） 

（建築行為の場合の添付図書） 

・敷地内における住宅等の位置を表示する図面（位置図、配置図（縮尺 1/100 以上）） 

・住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図（縮尺 1/50 以上） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面（求積図（上記図面で面積が確認できない場合）等）  

届出様式２-３ 
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様式第7号（都市再生特別措置法施行規則第55条の２関係） 

 

誘 導 施 設 の 休 廃 止 届 出 書 

都市再生特別措置法第１０８条の２第１項の規定に基づき、誘導施設の（休 止・廃 止）

について、下記により届け出ます。 

 

  年   月   日 

 

南島原市長 様 

 

届出者  住 所                    

氏 名                    

連絡先                    

１ 休止（廃止）しようとする誘導施

設の名称、用途及び所在地 

誘導施設

の名称 
 

用途  

所在地 南島原市 

２ 休止（廃止）しようとする年月日    年   月   日    

３ 休止しようとする場合にあって

は、その期間 
   年   月   日 まで  

４ 休止（廃止）に伴う措置 

（1）休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を建築す

る予定がある場合、予定される当該建築物の用途 

 

（2）休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を使用す

る予定がない場合、当該建築物の存置に関する事項 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ ４（２）欄には、当該建築物を存置する予定がある場合は、存置のために必要な管理その他の事

項について、当該建築物を存置する予定がない場合は当該建築物の除却の予定時期その他の事項に

ついて記入してください。 

 

（添付図書） 

・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 

（位置図、現況図（縮尺 1/1,000 程度）） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面  

届出様式３-１ 
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参考様式 

 

委 任 状 
 
 

  （代理人） 
     

住所                       
 
 

 
氏名                       
 

 

私は、上記の者を代理人と認め、次の権限を委任します。 
 
 

委任事項 都市再生特別措置法第〇条第〇項に基づく届出 
 
 
 
 
 
令和   年    月    日 

 

（委任者） 
 

住所                       
 
 

 
氏名                    印  
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様式第1号（都市再生特別措置法施行規則第35条第１項第１号関係） 

 

 

開 発 行 為 届 出 書 

 

都市再生特別措置法第８８条第１項の規定に基づき、開発行為について、下記により届

け出ます。 

 

   令和〇年   〇月   〇日 

 

南島原市長 様 

 

 届出者  住 所 〇〇市〇〇町〇〇 〇－〇  

氏 名 株式会社〇〇 

代表取締役〇〇 〇〇                    

連絡先 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇      

 

開 

発 

行 
為 

の 

概 

要 

１ 開発区域に含まれる 

地域の名称（住所） 

南島原市〇〇町〇〇 〇番〇 

※計画地の所在を地番まで記載 

２ 開発区域の面積 〇，〇〇〇．〇〇 平方メートル  

３ 住宅等の用途 

一戸建ての住宅（〇戸） 

※一戸建て住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅のうち、

該当する住宅の用途を記載した上で、カッコ内に住

宅の予定戸数を記載 

４ 工事の着手予定年月日    令和〇年   〇月   〇日  

５ 工事の完了予定年月日    令和〇年   〇月   〇日  

６ その他必要な事項  

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載する 

こと。 

 

（添付図書） 

・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 

（位置図、現況図（縮尺 1/1,000 程度）） 

・設計図（土地利用計画図、計画平面図（縮尺 1/100～1/500 程度）） 

・その他参考となるべき事項を記載した図書（求積図（上記図面で面積が確認できない場合）等）  

届出様式１-１ 
記載例 
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様式第2号（都市再生特別措置法施行規則第35条第１項第２号関係） 

 

住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届

出書 
 

都市再生特別措置法第８８条第１項の規定に基づき、 

住宅等の新築 

建築物を改築して住宅等とする行為     について、下記により届け出ます。 

建築物の用途を変更して住宅等とする行為 

 

令和〇年   〇月   〇日 

南島原市長 様 

 

届出者  住 所 〇〇市〇〇町〇〇 〇－〇 

氏 名 株式会社〇〇 

代表取締役〇〇 〇〇                    

連絡先 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇      

 

１ 住宅等を新築しようとする土地又

は改築若しくは用途の変更をしよ

うとする建築物の存する土地の所

在、地番、地目及び面積 

土地の所在 
南島原市〇〇町〇〇 〇番〇 

※計画地の所在を地番まで記載 

地目 宅地 

面積 〇〇〇．〇〇 平方メートル 

２ 新築しようとする住宅等又は改築

若しくは用途の変更後の住宅等の

用途 

共同住宅（10戸） 

※一戸建て住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅のう

ち、該当する住宅の用途を記載した上で、カッコ

内に住宅の予定戸数を記載 

３ 改築又は用途の変更をしようとす

る場合は既存の建築物の用途 
 

４ その他必要な事項  

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 

（添付図書） 

・敷地内における住宅等の位置を表示する図面（位置図、配置図（縮尺 1/100以上）） 

・住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図（縮尺 1/50以上） 

・その他参考となるべき事項を記載した図書（求積図（上記図面で面積が確認できない場合）等）  

届出様式１-２ 
記載例 
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様式第3号（都市再生特別措置法施行規則第38条第１項関係） 

 

行 為 の 変 更 届 出 書 

都市再生特別措置法第８８条第２項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記に

より届け出ます。 

 

  令和〇年   〇月   〇日 

 

南島原市長 様 

 

届出者  住 所 〇〇市〇〇町〇〇 〇－〇 

氏 名 株式会社〇〇 

代表取締役〇〇 〇〇                    

連絡先 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇      

１ 当初の届出年月日 
   令和〇年   〇月   〇日 

※様式第 1号または様式第 2号の届出日を記載  

２ 変更の内容 

開発区域面積の拡大 

（変更前） 〇，〇〇〇．○○平方メートル 

（変更後） △，△△△．△△平方メートル 

※変更の内容を記載した上で、変更前後の内容を対

照させて記載 

３ 変更部分に係る行為の着手予定日    令和〇年   〇月   〇日 

４ 変更部分に係る行為の完了予定日    令和〇年   〇月   〇日 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載す

ること。 

２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 

 

（開発行為の場合の添付図書） 

 ・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 

（位置図、現況図（縮尺 1/1,000 程度）） 

・設計図（土地利用計画図、計画平面図（縮尺 1/100～1/500 程度）） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面（求積図（上記図面で面積が確認できない場合）等） 

（建築行為の場合の添付図書） 

・敷地内における住宅等の位置を表示する図面（位置図、配置図（縮尺 1/100以上）） 

・住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図（縮尺 1/50以上） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面（求積図（上記図面で面積が確認できない場合）等）  

届出様式１-３ 
記載例 
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様式第4号（都市再生特別措置法施行規則第52条第１項第１号関係） 

 

 

開 発 行 為 届 出 書 

 

都市再生特別措置法第 108条第１項の規定に基づき、開発行為について、下記により届

け出ます。 

 

 

  令和〇年   〇月   〇日 

南島原市長 様 

 

届出者  住 所 〇〇市〇〇町〇〇 〇－〇 

氏 名 株式会社〇〇 

代表取締役〇〇 〇〇                    

連絡先 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇      

開
発
行
為
の
概
要 

１ 開発区域に含まれる 

地域の名称（住所） 

南島原市〇〇町〇〇 〇番〇 

※計画地の所在を地番まで記載 

２ 開発区域の面積 〇，〇〇〇．〇〇 平方メートル  

３ 建築物の用途 
大規模小売店舗（食料品スーパーマーケット） 

※該当する誘導施設の分類と用途を記載 

４ 工事の着手予定年月日    令和〇年   〇月   〇日  

５ 工事の完了予定年月日    令和〇年   〇月   〇日  

６ その他必要な事項 

〇年〇月からの営業開始にあわせ、食品衛生法に基

づく食肉販売業（魚介類販売業）の営業許可（届

出）を〇〇保健所に提出予定。 

※誘導施設の立地について、他法令に基づく許認可

手続き等を行う場合はその予定を記載 

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 

（添付図書） 

 ・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 

（位置図、現況図（縮尺 1/1,000 程度）） 

・設計図（土地利用計画図、計画平面図（縮尺 1/100～1/500 程度）） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面（求積図（上記図面で面積が確認できない場合）等）  

届出様式２-１ 
記載例 
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様式第5号（都市再生特別措置法施行規則第52条第１項第２号関係） 

 

 誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導

施設を有する建築物とする行為の届出書 
 

都市再生特別措置法第１０８条第１項の規定に基づき、 

誘導施設を有する建築物の新築 

建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする行為      

建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為 

について、下記により届け出ます。 

 

 令和〇年   〇月   〇日 

 

南島原市長 様 

 

届出者  住 所 〇〇市〇〇町〇〇 〇－〇 

氏 名 株式会社〇〇 

代表取締役〇〇 〇〇                    

連絡先 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇      

１ 建築物を新築しようとする土地又

は改築若しくは用途の変更をしよ

うとする建築物の存する土地の所

在、地番、地目及び面積 

土地の所在 
南島原市〇〇町〇〇 〇番〇 

※計画地の所在を地番まで記載 

地目 宅地 

面積 〇〇〇．〇〇 平方メートル 

２ 新築しようとする建築物又は改築

若しくは用途の変更後の建築物の

用途 

大規模小売店舗（食料品スーパーマーケット） 

※該当する誘導施設の分類と用途を記載 

３ 改築又は用途の変更をしようとす

る場合は既存の建築物の用途 
 

４ その他必要な事項 

〇年〇月からの営業開始にあわせ、食品衛生法に

基づく食肉販売業（魚介類販売業）の営業許可

（届出）を〇〇保健所に提出予定。 

※誘導施設の立地について、他法令に基づく許認

可手続き等を行う場合はその予定を記載 

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 

（添付図書） 

・敷地内における住宅等の位置を表示する図面（位置図、配置図（縮尺 1/100 以上）） 

・住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図（縮尺 1/50 以上） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面（求積図（上記図面で面積が確認できない場合）等）  

届出様式２-２ 
記載例 
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様式第6号（都市再生特別措置法施行規則第55条第１項関係） 

 

行 為 の 変 更 届 出 書 

都市再生特別措置法第１０８条第２項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記

により届け出ます。 

 

  令和〇年   〇月   〇日 

 

南島原市長 様 

 

届出者  住 所 〇〇市〇〇町〇〇 〇－〇 

氏 名 株式会社〇〇 

代表取締役〇〇 〇〇                    

連絡先 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇      

 
１ 当初の届出年月日 

   令和〇年   〇月   〇日 

※様式第 4号または様式第 5号の届出日を記載  

２ 変更の内容 

開発区域面積の拡大 

（変更前） 〇，〇〇〇．○○平方メートル 

（変更後） △，△△△．△△平方メートル 

※変更前後の内容を対照させて記載 

３ 変更部分に係る行為の着手予定日    令和〇年   〇月   〇日 

４ 変更部分に係る行為の完了予定日    令和〇年   〇月   〇日 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載す

ること。 

２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 

 

（開発行為の場合の添付図書） 

 ・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 

（位置図、現況図（縮尺 1/1,000 程度）） 

・設計図（土地利用計画図、計画平面図（縮尺 1/100～1/500 程度）） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面（求積図（上記図面で面積が確認できない場合）等） 

（建築行為の場合の添付図書） 

・敷地内における住宅等の位置を表示する図面（位置図、配置図（縮尺 1/100 以上）） 

・住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図（縮尺 1/50 以上） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面（求積図（上記図面で面積が確認できない場合）等）  

届出様式２-３ 
記載例 
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様式第7号（都市再生特別措置法施行規則第55条の２関係） 

 

誘 導 施 設 の 休 廃 止 届 出 書 

都市再生特別措置法第１０８条の２第１項の規定に基づき、誘導施設の（休 止・廃 止）

について、下記により届け出ます。 

 

  令和〇年   〇月   〇日 

 

南島原市長 様 

 

届出者  住 所 〇〇市〇〇町〇〇 〇－〇 

氏 名 株式会社〇〇 

代表取締役〇〇 〇〇                    

連絡先 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇      

１ 休止（廃止）しようとする誘導施

設の名称、用途及び所在地 

誘導施設

の名称 

○○スーパー 

※対象施設の名称を記載 

用途 
大規模小売店舗（食料品スーパーマーケット） 

※該当する誘導施設の分類を記載 

所在地 
南島原市〇〇町〇〇 〇番〇 

※対象施設の所在を地番まで記載 

２ 休止（廃止）しようとする年月日    令和〇年   〇月   〇日    

３ 休止しようとする場合にあって

は、その期間 

    年    月    日 まで 

※休止の場合は、休止の終了日を記載 

４ 休止（廃止）に伴う措置 

（1）休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を建築す

る予定がある場合、予定される当該建築物の用途 

建築物の使用予定なし 

※建築物の使用予定がある場合は、予定用途を記載 

例）予定用途：大規模小売店舗（1,000m2超） 

（2）休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を使用す

る予定がない場合、当該建築物の存置に関する事項 

令和〇年〇月 既存建築物の除却予定 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ ４（２）欄には、当該建築物を存置する予定がある場合は、存置のために必要な管理その他の事

項について、当該建築物を存置する予定がない場合は当該建築物の除却の予定時期その他の事項に

ついて記入してください。 

 

（添付図書） 

・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 

（位置図、現況図（縮尺 1/1,000 程度）） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面

届出様式３-１ 
記載例 
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南島原市立地適正化計画 届出の手引き 

令和７年３月 

 

南島原市 建設部 都市計画課 

〒８５９-２２０２  長崎県南島原市有家町山川５８番地１ 

電話：０９５７-７３-６６７７ FAX：０９５７-８２-０２４０ 
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